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  「斎場のあり方に関する各種調査等業務委託」に係る質疑に対する回答書（２回目）  

 

令和５年８月３０日  

No 項目  質疑内容  回答  

１  仕様書  

５業務内容  

(1)将 来 死 亡 者 数 等

推計  

 

推計期間が「 5 年毎」とありますが、

5 歳 階 級 で の 生 残 率 の 推 計 で す と 、

2020～ 2024 年、 2025 年～ 2029 年と

いった 5 年間の死亡者数を推計とな

りますが、その 5 年間毎の死亡者数

の 推 計 を す る と い う こ と で よ い で し

ょ う か 。 あ る い は 2025 年 の 死 亡 者

数、2030 年の死亡者数といった単年

毎 の 推 計 を す る 、 と い う こ と で し ょ

うか。  

５ 年 毎 に ， 単 年 の 死 亡 者 推 計 を 行 っ

てください。  

 

（例）  

2025 年  死亡者数  ○人  

2030 年  死亡者数  ○人  

2035 年  死亡者数  ○人  

 …  

2065 年  死亡者数  ○人   

  

２  仕様書  

５業務内容  

(2) 市 民 ア ン ケ ー

ト  

業 務 内 容 区 分 に お い て 「 ア ン ケ ー

ト・封筒等印刷・アンケートの封入」

が 受 託 者 と あ り ま す が 、 封 緘 も 受 託

者でしょうか。  

封緘も受託者です。  

 

 

 

 

発 送 先 及 び 発 送 は 関 係 市 （ 柏 市 ， 流

山 市 ， 我 孫 子 市 ） で す が 、 ア ン ケ ー

ト 封 入 し た 封 筒 を 関 係 市 に 郵 送 す る

費用は受託者でしょうか。  

ア ン ケ ー ト 封 入 し た 封 筒 を 関 係 市 に

郵送する費用は，受託者の負担です。 
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３  プ ロ ポ ー ザ ル 募 集

要領  

７  提 案 書 等 の 提 出

について  

「 紙 媒 体 で 提 出 書 類 ア ～ オ の 順 序 で

インデックスを付け」とありますが、

イ ン デ ッ ク ス ラ ベ ル を 付 け る イ メ ー

ジでよろしいでしょうか。  

イ ン デ ッ ク ス ラ ベ ル を 付 け る イ メ ー

ジで差し支えありません。  

４  その他  平 成 ２ ９ 年 ２ 月 に 策 定 し た 「 ウ イ ン

グ ホ ー ル 柏 斎 場 整 備 等 基 本 計 画 」 の

P89「１）死亡者数の予測・将来死亡

者 推 計 の 方 法 」 に 記 載 が あ る 「 東 葛

中部地区火葬需要推計報告書」（一般

社 団 法 人 政 策 人 口 研 究 所 ） を 貸 与 す

ることは可能でしょうか。  

受 託 事 業 者 と な っ た 場 合 に は ， 貸 与

することは可能です。  

５  その他  本 業 務 委 託 に あ た っ て ， 共 同 企 業 体

（ＪＶ）での参加は可能でしょうか，

ま た は 単 独 で の 応 募 に 限 ら れ る も の

でしょうか。  

あ わ せ て ， 補 強 人 員 と し て 他 事 業 者

の 職 員 等 を 業 務 実 施 体 制 に 入 れ る こ

とは可能でしょうか。  

本 業 務 委 託 は ， 単 独 で の 応 募 に 限 り

ます。  

ま た ， 他 事 業 者 を 業 務 実 施 体 制 に 加

え る 場 合 は ， 下 請 業 者 と し て く だ さ

い 。 そ の 場 合 は ， 契 約 時 に 下 請 業 者

選任届を提出していただきます。  

 


